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「さがみロボット産業特区」計画の継続について 

県では、さがみ縦貫道路沿線等の１０市２町を区域とする地域活性化総合特別区域「さがみロボ

ット産業特区」の取組によって、生活支援ロボットの実用化・普及を通じた県民生活の安全・安心

の確保及び地域社会の活性化に取り組んでいます。 

このたび、国から令和５年度以降、５年間の計画継続が認められましたので、お知らせします。 

今後、特区内の市町や関係機関等と積極的に連携しながら、中小企業のロボット産業への参入

支援と、ロボットの社会実装の加速化に取り組むことで、「ロボットと共生する社会」の実現を目

指していきます。 

１ 新たな計画期間 
令和５年度から令和９年度まで 

２ 第３期計画の方向性 
（1） 中小企業のロボット産業への参入支援 

県内中小企業のロボット産業への参入を促進するため、特区内の市町等と連携し、中

小企業のロボット産業参入のきっかけづくりに取り組みます。 

 

（2） ロボットの社会実装の加速化 

ロボットの実用化と普及を促進するため、ロボットの活用が進んでいない施設への実装

を支援し、施設とロボット企業とのマッチングを促進します。 
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さがみロボット産業特区 第３期計画の概要 

 

１ 実現を図る目標（定性的な目標） 

  生活支援ロボットの実用化や普及を通じた地域の安心・安全の実現 

 

２ 計画期間 

  令和５年度から令和９年度まで 

 

３ 政策課題・解決策 

  (1)  政策課題 

  ・ 少子高齢化や新型コロナウイルスの拡大等の多様化する社会課題への対応 

  ・ 大地震等の切迫する自然災害への対応 

  ・ ＥＶシフトや脱炭素等の県内産業を取り巻く環境の変化への対応 

 (2)  解決策 

  上記は、ロボット技術の活用により解決・改善が期待されることから、生     

活支援ロボットの実用化や普及を幅広い分野で促進することで、「ロボット

と共生する社会」を実現し、産業面から県民の「いのち」を守り、人生100歳

時代を迎えた県民の「いのち」を輝かせる。 

 

４ 次期計画の方向性 

 (1)  中小企業のロボット産業への参入支援 

 特区内の市町等と連携し、中小企業のロボット産業参入のきっかけづくり

に取り組む。 

(2)  ロボットの社会実装の加速化 

ロボットの活用が進んでいない施設への実装を支援し、施設とロボット企

業とのマッチングを促進する。 

 

５ 評価指標・数値目標  ※（ ）内は第２期計画の数値目標 

 (1) 特区発ロボットの商品化状況 

   計画期間の５年間で累計30件（25件） 

 (2) 実証実験等の実施件数 

   計画期間の５年間で累計300件（200件） 

 (3) 県の企業誘致施策等を活用したロボット関連企業の件数 

   計画期間の５年間で累計35件（35件） 

 (4) 生活支援ロボットに関する特区の取組に参加する県内中小企業の数 

   計画期間の５年間で累計170社（100社） 

 (5) 生活支援ロボットの導入施設数  

   計画期間の５年間で累計500箇所（250箇所） 

 (6) 生活支援ロボットを体験する取組に参加した人数 

   計画期間の５年間で累計90,000人（90,000人） 

参考資料 


